
№ 質問 回答

1

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

・白石清掃工場

現在の電力供給会社を教えて下さい。

４件ともに北海道電力ネットワーク株式会社です。

2

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

・白石清掃工場

自動検針装置はついていますか。

４件ともに設置されております。

3

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

・白石清掃工場

自家発補給電力の契約はありますか。また、ある場合は契約電

力(ｋｗ)、使用予定期間を教えて下さい。

白石清掃工場のみ自家発補給電力の契約をします。

常用電力500ｋW

予備電力500ｋW

自家発補給電力（常用電力）5,500ｋＷ

自家発補給電力（予備電力）5,500ｋW

なお、現在の契約は以下のとおりです。

最終保障電力B 6,000ｋW

最終保障予備電力（予備線） 6,000ｋW

使用期間は工場の定期整備期間の令和６年９月を予定

その他、工場にトラブルが起きた際に使用する。

4

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

・白石清掃工場

今回の入札について融雪用電力の契約は主契約とは別に契約し

ておりますでしょうか。また、融雪設備等は設置されています

か。

融雪用電力の契約はしておりません。

篠路破砕工場、白石清掃工場、中沼プラスチック選別センターは温水

式融雪設備、中沼雑がみ選別センターには電気式融雪設備が設置され

ております。なお、処理場管理事務所には融雪設備は設置されており

ません。

5

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

・白石清掃工場

入札額の算定時の力率について、力率１００％で算定してよろ

しいでしょうか。

施設毎及び月別に算定用の力率が異なります。

詳細に関しまして、入札書別紙のご確認をお願い致します。

6

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

・白石清掃工場

弊社は環境配慮の観点より、紙請求書については廃止、電子化

へ移行しております。お客さまにはお客さま専用Webページに

て請求書を確認頂くことになりますが、問題ありませんでしょ

うか。（Webからダウンロード可能）

当該Webページでダウンロードする請求書に、請求名称、請求金額、

消費税及び地方消費税の額、請求金額の算出基礎、請求年月日及び札

幌市競争入札参加資格者登録時の届出と同一内容の債権者住所、法人

名称、肩書、代表者氏名、振込先口座情報が記載されている場合は問

題ありません。



7

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

・白石清掃工場

ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業

様に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承い

ただけますでしょうか。

了承いたします。

8

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

・白石清掃工場

弊社の請求書は、原則、翌月10日頃より順次Webサイト上で開

示、請求書受領後30日以内に振込となります。なお年度末でも

同様の対応となりますが、ご了承いただけますか。

契約書（案）第11条に記載のとおり、本市が請求を受けた日から30日

以内の支払いとなります。なお、本市への請求は契約書（案）第９条

に記載の検査合格後に行っていただくこととなります。

9

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

・白石清掃工場

施設において建築・増築にかかる移転はございますか。また、

契約開始直近6か月前後（23年4月供給開始の場合⇒対象：22年

10月～23年6月）に引き込み位置の移設・変更等、工事や設備

工事（設置・撤去を含む）のご予定はありますでしょうか。ま

た、契約開始後に発生しました工事に関しましては工事予定日

2か月前までに弊社と協議を行っていただくことをご了承いた

だけますでしょうか。

移転の予定はございません。また、協議の件につきまして了承致しま

した。

10

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

・白石清掃工場

開札結果について公開方法・範囲を教えていただけますでしょ

うか。あるいは開札結果を開札日(あるいは翌日)に電話かメー

ル等でご連絡をいただくことは可能でしょうか。

開札結果は落札決定後10日以内に、札幌市ホームページにて、全入札

者と入札金額を公開します。落札となった案件については契約公報で

も周知を行います。

また、開札日時以降であれば電話等による開札結果の問い合わせにお

答えすることができます。



11

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

・白石清掃工場

応札から供給開始までの間に当該エリアを管轄する電力会社の

料金改定および約款などの変更があった場合には応札額につい

て協議を行う事は可能でしょうか。

入札説明書に記載のとおり、提出した入札書の書換え、引換え又は撤

回をすることはできません。

なお、契約書（案）第12条に記載のとおり、契約を締結した後におい

て、需要場所の増減、契約電力の増減、一般送配電事業者の定める託

送供給等約款の改定、法令の制定又は改廃その他経済事情の変化等に

より契約条件が著しく不適当となったときは、発注者と受注者協議の

うえ、当該契約を変更することができます。

12

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

・白石清掃工場

入札の仕様書および契約書にて当該エリアを管轄する電力会社

の燃料費調整単価算出式を適用されている方が対象の質問とな

りますが、応札から供給開始までの間に当該エリアを管轄する

電力会社の燃料費調整単価算出式が変更され、当該変更に伴い

従量料金の変更または他の項目が新たに設けられる場合、応札

額の変更協議に応じていただくことができますでしょうか。

入札説明書に記載のとおり、提出した入札書の書換え、引換え又は撤

回をすることはできません。

なお、契約書（案）第12条に記載のとおり、契約を締結した後におい

て、電気料金の算定の基礎となる燃料費の変動により契約単価を変更

する必要が生じた場合は、発注者と受注者協議のうえ、当該契約を変

更することができます。

13

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

・白石清掃工場

契約保証金の免除について、契約を履行した証明として、【契

約履行証明書】の提出は必須となりますでしょうか。

契約履行証明書の提出は必須ではありません。

14

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

・白石清掃工場

電気利用者の利益保護の観点及び使用状況等確認させていただ

くため、弊社が落札させていただいた場合、「直近1年分の30

分値データ」をエクセルデータにてご提供をお願いしておりま

す。ご対応いただけますでしょうか。

提供可能でございます。

15

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

・白石清掃工場

※データ等をお持ちでなく提供ができない方のみ

データ等をお持ちでなく提供が不可ということでしたら落札時

に「３０分値データ取得についての同意書」へご捺印・ご提出

のご対応は可能となりますでしょうか。当該書面を提出いただ

くことにより広域機関から弊社への貴施設30分値の広域機関よ

り提供いただくことが可能となりますがこういった対応も難し

いでしょうか。こちらも落札後の対応となります。



16

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

・白石清掃工場

落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確認したく、

最新請求書１ヶ月分の写しをご提出いただくことは可能です

か。

可能でございます。

17

・篠路破砕工場

・白石清掃工場

契約開始時または供給期間中に契約電力の変更希望及び予定は

ございますか。契約開始後の契約電力変更に関しましては、管

轄エリア電力会社様の承認が必要となりますため、ご希望に添

えない場合がございます。また、入札時の算定条件と異なるこ

とになるため、弊社からあわせて単価変更のご提示と協議をご

依頼する場合がございます。ご了承ください。

仕様書に記載の契約電力から変更する予定はございません。

18

・篠路破砕工場

・白石清掃工場

契約電力が1施設で500kW以上の施設については、契約開始前

に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電

力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございま

す。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますがご了

承いただけますでしょうか。

当初契約は、仕様書に示した契約電力で締結することとなります。契

約電力の変更が必要になった場合は、改定契約等で対応することとな

ります。

19

・篠路破砕工場

・白石清掃工場

今現在の契約電力と2022年8月～2023年7月の1年間の最大需要

電力の実績値をご教示願います。 契約電力：〇〇kW 最大需

要電力実績：20〇〇年〇月 〇〇kW

・篠路破砕工場

契約電力：2,200ｋW

最大需要電力：2022年4月 2,052kW

・白石清掃工場

契約電力（常用）：6,000ｋW

契約電力（予備）：6,000ｋW

最大需要電力：2023年7月 4,176kW

20

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

【燃料費等調整額について】

仕様書2(8)にて「電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めの

ないその他供給条件については、北海道管内の一般送配電事業

者が定める供給条件による」との記載がございますが、別紙4

単価一覧では「電気量料金は、燃料費調整、市場価格調整、離

島ユニバーサルサービス調整を行うこととし、その方法は当該

地域におけるみなし小売電気事業者が用いる方法を準用する」

との記載があります。

これはみなし小売電気事業者(東京電力エナジーパートナー株式

会社様)の定める標準供給条件(電気供給約款)に準ずる燃料費等

調整額を用いてご請求するという意味合いでお間違いないしょ

うか。

燃料費等調整額は北海道電力株式会社様の定める供給条件を準用して

の請求となります。

21

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

【電気・ガス価格激変緩和対策事業について】

現在、電気・ガス価格激変緩和対策措置が行われているかと存

じますが、弊社では燃料費調整単価からのお値引きではなく、

別項目を設けてのお値引きとなりますが、ご了承いただけます

でしょうか。

了承致します。



22

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

【請求書の送付方法について】

郵便物の配達遅延及び紛失への対策、改正電子帳簿保存法への

対策、今般の社会情勢や環境配慮のためのペーパーレス化等を

目的に、電気料金請求書等の帳票をWEBページでご確認いただ

く方法をご了承いただけますでしょうか。

当該Webページに掲載される請求書に、請求名称、請求金額、消費税

及び地方消費税の額、請求金額の算出基礎、請求年月日及び札幌市競

争入札参加資格者登録時の届出と同一内容の債権者住所、法人名称、

肩書、代表者氏名、振込先口座情報が記載されている場合は了承いた

します。

23

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

【契約電力について】

現在の契約電力をご教示願います。

・篠路破砕工場 2,200kW

・中沼プラスチック選別センター 400ｋW

・中沼雑がみ選別センター 218ｋW

・処理場管理事務所 42ｋW

・山本処理場 97ｋＷ

・東米里排水処理施設 66ｋＷ

・第2山口処理場 16ｋＷ

・第3山口汚水処理施設 61ｋＷ

・クリーンセンター 98ｋＷ

・モエレ処理場 36ｋＷ

※令和５年９月１日時点

なお、処理場管理事務所等に関しましては、仕様書等に記載の契約電

力と現在の契約電力が異なります。入札金額に関しましては、入札書

別紙記載の契約電力で積算をお願い致します。

また、契約は仕様書に示した契約電力で締結します。

25

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

【計量日について】

現在の計量日をご教示願います。

毎月１日でございます。

26

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

【料金の請求について】

契約書第9条及び第11条にて 「使用電力量を計量器に記録され

た値により計量し、発注者に速やかに通知のうえ検査を受けな

ければならない」「規定による検査に合格したとき電気料金の

支払い

の請求をすることができる」と記載がありますが、弊社では通

知書の発行は行わず、請求書にご利用の内訳が記載されており

ます。

 

文面： 計量⇒検査⇒請求

実情： 計量⇒請求・内訳送付

 

契約書文面をご変更いただく必要はございませんが、弊社では

計量結果の報告を請求書発行前に別途行うといった対応は行っ

ておりません。

また、検査合格後の日付にて請求書の再発行は致しかねますの

でご了承願います。

契約書（案）第９条及び第11条に記載のとおり、本市への請求は検査

合格後に行うものとなりますので、計量結果の報告が請求書の発行と

同時に行われた場合、計量結果の検査合格日が請求を受けた日となり

ます。



27

・篠路破砕工場

・処理場管理事務所等

・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター

【契約保証金の免除について】

札幌市契約規則第25条(3)にて「競争入札の参加資格を有する者

と契約を締結する場合において、その者が過去２年間に本市そ

の他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上

にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。」と

記述がございますが、下記事項についてそれぞれご教示願いま

す。

 

① 過去２年間とはいつ時点を起算とするのでしょうか。また、

過去２年間に終了日が含まれていればよいのか、あるいは契約

期間が開始から終了までを含む必要があるかをご教示願いま

す。

② 本市そのほかの官公庁に独立行政法人は含まれますか。

③ 種類及び規模をほぼ同じくする契約とは何を基準に判断され

るのでしょうか。

④ 免除に係る必要提出書類としては契約書の写し以外に必要な

ものはございますか。また、それらの提出すべきタイミングを

ご教示ください。

①開札日時点において、該当の契約に基づく電力供給完了日から２年

以内であるものを対象としております。

②含まれません。

③契約金額による判断を基本といたします。

④契約書の写しの他、仕様書の写し等をご提出いただく可能性があり

ます。落札候補者となった後、書面により速やかにご提出いただくこ

ととなります。


